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孫
承
宗
と
明
朝
档
案

荷
　
　
見

　
　
守

　
　
義

は
じ
め
に

　
一
三
六
八
年
に
朱
元
璋
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
明
朝
は
、
漢
民
族
の
王
朝

と
し
て
は
最
後
の
中
華
王
朝
で
あ
る
。
滅
亡
は
一
六
四
四
年
、
民
衆
反
乱
軍

の
李
自
成
に
よ
っ
て
首
都
北
京
を
急
襲
さ
れ
、
崇
禎
帝
は
な
す
す
べ
も
な
く

紫
禁
城
の
裏
山
で
あ
る
景
山
に
登
っ
て
縊
れ
て
死
ん
だ
。
こ
の
時
、
首
都
警

備
の
精
鋭
部
隊
は
こ
と
ご
と
く
山
海
関
に
出
軍
し
て
い
た
。
宮
廷
の
高
官
は

先
を
争
っ
て
入
城
す
る
李
自
成
を
迎
え
に
出
た
。
一
大
王
朝
の
最
期
と
し
て

は
物
哀
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
崇
禎
帝
は
決
し
て
暗
愚
な
皇
帝
で
は
な
く
、

ま
た
安
閑
と
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
甚
だ
印
象

的
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
王
朝
の
「
生
命
力
」
が
尽
き
て
い
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
明
朝
滅
亡
の
要
因
は
複
合
的
で
あ
る
が
、
王
朝
が
総

体
と
し
て
機
能
不
全
を
起
こ
し
て
お
り
、
崇
禎
帝
の
打
つ
手
打
つ
手
が
寧
ろ

政
治
的
混
迷
を
深
め
て
し
ま
っ
た
感
は
深
い
。
本
稿
で
は
明
朝
晩
期
の
機
能

不
全
の
実
態
を
探
る
試
み
と
し
て
、
崇
禎
帝
の
治
世
を
取
り
上
げ
、
帝
の
信

任
厚
か
っ
た
孫
承
宗（
１
）
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
で
、
崇
禎

年
間
の
政
治
的
混
迷
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
（
２
）。
な
お
、
紙
幅
の
都
合

で
本
稿
で
は
孫
承
宗
（
一
五
六
三
〜
一
六
三
八
）
に
つ
い
て
の
史
料
的
問
題

に
し
ぼ
る
こ
と
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
明
朝
は
初
代
の
朱
元
璋
、
第
三
代
の

永
楽
帝
は
別
格
と
し
て
、
総
じ
て
凡
庸
な
皇
帝
が
多
い
。
清
朝
皇
帝
が
粒
ぞ

ろ
い
で
あ
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
そ
の
凡
庸
さ
が
引
き
立
つ
。
た
だ
、
皇
帝

の
出
来
不
出
来
が
王
朝
の
命
運
に
直
結
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
実
は
そ
う
で

も
な
い
。
そ
れ
は
明
朝
が
二
七
七
年
、
清
朝
が
後
金
国
時
代
か
ら
数
え
て
二

九
七
年
、
清
朝
だ
け
で
は
丁
度
二
七
七
年
と
、
王
朝
と
し
て
の
統
治
の
長
さ

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
皇
帝
の
出
来
と
王
朝
の
統
治
期
間
の
長
さ
は
一

概
に
相
関
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
。
明
清
時
代
は
皇
帝
専
制
統
治
、
皇
帝
独

裁
統
治
と
も
言
わ
れ
、
皇
帝
に
国
家
統
治
の
決
定
権
が
集
中
す
る
体
制
に

な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
皇
帝
の
手
足
と
な
る
官
僚
層
が
政
策
立
案
・
実
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施
を
担
っ
て
お
り
、
官
僚
統
治
が
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
し
て
い
れ
ば
取
り
敢
え

ず
王
朝
の
維
持
に
大
過
は
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
明
朝
の
統
治
で
見
て
行
く
と
、
朱
元
璋
は
そ
の
統
治
に
お
い
て
、

「
胡
藍
の
獄
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
幾
多
の
疑
獄
事
件
を
扇
動
し
て
、
お

お
よ
そ
帝
権
の
維
持
に
障
害
に
な
り
そ
う
な
要
素
は
徹
底
的
に
排
除
し
、
政

策
実
施
部
門
で
あ
る
六
部
・
国
軍
の
駐
屯
単
位
で
あ
る
衛
所
を
管
轄
す
る
五

軍
都
督
府
・
地
方
統
治
の
要
で
あ
る
三
司
（
布
政
使
司
・
按
察
使
司
・
都
指

揮
使
司
）
を
皇
帝
に
直
結
さ
せ
、
皇
帝
が
官
僚
や
軍
隊
を
直
接
的
に
掌
握
す

る
皇
帝
専
制
統
治
体
制
を
強
化
し
た
。
体
制
強
化
と
い
う
面
で
言
え
ば
、
明

朝
皇
帝
の
政
治
体
制
に
お
け
る
決
定
権
は
大
き
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
体
制
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
皇
帝
は
人
並
み
外
れ
て
精
力

的
か
つ
有
能
な
皇
帝
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
皇
帝
は
、
明
朝
で

は
朱
元
璋
と
永
楽
帝
ぐ
ら
い
し
か
該
当
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
朱
元
璋
に
し

て
も
永
楽
帝
に
し
て
も
ブ
レ
ー
ン
と
な
る
側
近
の
意
見
は
重
視
し
た
。
決
し

て
一
人
で
何
で
も
決
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
凡
庸
な
そ

の
他
大
勢
の
皇
帝
に
と
っ
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
内
閣
大
学
士
や
宦
官
と

い
っ
た
側
近
が
居
な
け
れ
ば
何
も
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
（
３
）。
筆
者
は
こ
こ
に
着
目
し
て
、
王
朝
の
消
長
と
官
僚
体
制
の
消

長
を
関
連
付
け
て
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
明
朝
晩
期
で
見
て
行
け
ば
、
前
述
の
よ
う
に
崇
禎
帝
は
暗
愚

な
皇
帝
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
王
朝
の
行
く
末
に
重
大
な
危
機
感
を
有
し

て
い
て
、
矢
継
ぎ
早
に
改
革
の
手
を
打
っ
て
行
っ
た
。
従
っ
て
、
全
く
情
勢

を
傍
観
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
王
朝
が
失
落
し
て

い
く
こ
と
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
王
朝
と
は
国

家
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
逆
に
言
え
ば
社
会
と
は
い
か
な
る
も
の
な

の
か
を
解
く
重
要
な
鍵
が
存
在
し
て
い
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
孫
承
宗
は
い
か
な
る
人
物
で
、
な
ぜ
本
稿
で
そ
の
人
物
を
取
り

上
げ
る
の
か
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
孫
承
宗
は
字
が
稚
縄
、
号
は
愷
陽
、
北

直
隷
保
定
府
高
陽
県
（
現
在
の
河
北
省
保
定
市
高
陽
県
）
出
身
の
官
僚
で
、

生
ま
れ
年
の
一
五
六
三
年
は
当
時
の
年
号
で
嘉
靖
四
三
年
で
あ
る
の
で
、
明

朝
の
建
国
か
ら
お
お
よ
そ
二
百
年
が
経
過
し
て
い
た
。
嘉
靖
年
間
は
西
北
方

か
ら
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ル
タ
ン
＝
ハ
ン
の
侵
入
、
東
南
沿
海
部
で
は
嘉
靖
の
大

倭
寇
と
い
う「
北
虜
南
倭
」の
外
憂
が
激
し
か
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

経
済
的
に
は
銀
の
流
通
に
よ
る
活
発
な
商
取
引
が
展
開
さ
れ
た
時
期
で
も
あ

り
、外
憂
も
実
際
の
と
こ
ろ
、交
易
の
活
発
化
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
、

謂
わ
ば
活
気
溢
れ
る
時
期
と
も
言
い
得
よ
う
。
そ
の
後
、
正
徳
年
間
を
挟
ん

で
万
暦
年
間
に
は
王
朝
に
豊
か
さ
の
中
で
ゆ
っ
く
り
と
衰
亡
の
影
が
射
し
始

め
る
。
黄
仁
宇
『
万
暦
十
五
年

　
一
五
八
七
「
文
明
」
の
悲
劇
』（
稲
畑
耕
一

郎
ほ
か
訳
、
東
方
書
店
、
一
九
八
九
年
）
は
、
す
で
に
万
暦
年
間
に
は
官
僚

制
を
含
む
国
家
機
構
が
ゆ
っ
く
り
不
具
合
を
起
こ
し
つ
つ
あ
っ
た
点
を
描
い

て
い
て
、
印
象
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
万
暦
帝
か
ら
三
代
後
の
崇
禎
帝

の
頃
に
は
ど
う
に
も
手
に
負
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
孫
承
宗
は
万
暦

三
二
年
（
一
六
〇
四
）
の
進
士
で
あ
る
。
し
か
も
第
一
甲
第
二
名
で
あ
る
の

で
榜
眼
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
彼
は
翰
林
院
編
修
、
左
春
坊
左
諭

徳
等
の
官
職
を
経
て
、
天
啓
帝
即
位
（
一
六
二
〇
）
に
よ
り
経
筵
講
官
を
務

め
た
ほ
か
、
詹
事
府
少
詹
事
、
礼
部
右
侍
郎
等
の
官
職
を
経
た
。
天
啓
二
年

（
一
六
二
二
）
に
は
兵
部
尚
書
兼
東
閣
大
学
士
に
任
じ
ら
れ
、
自
ら
希
望
し

て
薊
遼
の
督
師
と
な
っ
た
。
の
ち
、
少
保
・
少
傅
・
少
師
・
太
子
太
師
・
左

柱
国
・
建
極
殿
大
学
士
・
中
極
殿
大
学
士
な
ど
の
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
が
、

魏
忠
賢
ら
宦
官
勢
力
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
、
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
に
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一
旦
は
官
界
か
ら
退
い
て
郷
里
に
戻
っ
た
。
崇
禎
二
年
（
一
六
二
九
）、
己

巳
の
変
に
際
し
て
、
孫
承
宗
は
皇
帝
の
思
し
召
し
で
大
学
士
に
復
官
し
、
地

方
に
出
て
通
州
に
鎮
守
し
た
。
そ
の
の
ち
、
一
転
し
て
薊
遼
督
師
に
再
任
さ

れ
、
山
海
関
に
出
鎮
し
た
。
同
四
年
（
一
六
三
一
）、
凌
河
大
敗
の
責
任
で

罷
免
さ
れ
て
郷
里
に
戻
っ
た
。
同
十
一
年
（
一
六
三
八
）、
清
軍
が
突
如
と

し
て
北
京
周
辺
を
襲
撃
し
た
時
に
、
高
陽
県
も
包
囲
・
攻
撃
さ
れ
、
孫
承
宗

は
一
族
を
率
い
て
防
衛
に
努
め
た
も
の
の
、
県
城
の
落
城
に
よ
っ
て
亡
く

な
っ
た
。
卒
年
は
七
六
歳
で
あ
っ
た
。

　
万
暦
年
間
、
万
暦
の
三
大
征
の
一
つ
で
あ
る
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出

兵
に
対
し
て
明
軍
が
朝
鮮
半
島
に
出
軍
し
た
「
万
暦
朝
鮮
の
役
」（
一
五
九

二
〜
一
五
九
八
、
日
本
で
い
う
文
禄
・
慶
長
の
役
、
韓
国
で
い
う
壬
辰
・
丁

酉
倭
乱
）
で
は
、
明
軍
は
長
期
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
に
出
軍
・
駐
留
し
た
。
こ

の
間
、
遼
東
辺
外
で
は
ヌ
ル
ハ
チ
が
部
族
間
で
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
ジ
ュ

シ
ェ
ン（
女
直
）の
統
一
を
加
速
し
、
一
六
一
六
年（
天
命
元
年
）、
大
金（
後

金
の
こ
と
）
の
建
国
を
宣
言
し
、
万
暦
四
七
年
（
後
金
の
天
命
四
年
、
一
六

一
九
）
の
サ
ル
フ
の
戦
で
は
、
明
朝
・
朝
鮮
連
合
軍
の
圧
倒
的
大
軍
を
各
個

撃
破
し
、満
洲
に
対
す
る
明
朝
の
軍
事
的
優
位
は
消
失
し
た
。
天
啓
元
年（
天

命
六
年
、
一
六
二
一
）、
後
金
軍
は
遼
東
鎮
（
４
）
の
瀋
陽
・
遼
陽
（
遼
東
都
指

揮
使
司
の
所
在
地
）
と
い
う
遼
河
の
東
側
（
遼
東
河
東
）
の
主
要
拠
点
を
相

次
い
で
陥
落
さ
せ
、
同
二
年
（
天
命
七
年
、
一
六
二
二
）、
つ
い
に
遼
河
を

渡
河
し
て
遼
東
河
西
に
侵
攻
し
た
。
遼
東
河
西
の
中
心
地
は
広
寧
で
あ
る
。

広
寧
は
遼
東
経
略
・
遼
東
巡
撫
・
遼
東
総
兵
官
等
の
拠
点
で
あ
り
、
遼
東
鎮

全
体
に
睨
み
を
利
か
せ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
遼
東
巡
撫
の
王
化
貞

と
遼
東
経
略
の
熊
廷
弼
は
と
も
に
山
海
関
に
退
避
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
明
朝
東
北
辺
の
防
衛
拠
点
で
あ
る
遼
東
鎮
の
主
要
拠
点
は
全

て
陥
落
す
る
か
、
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
軍
が
か
ろ
う
じ
て
踏
み
と

ど
ま
っ
た
の
は
山
海
関
の
外
側
の
一
部
地
域
の
み
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
後

金
軍
は
西
進
を
続
け
、
ヌ
ル
ハ
チ
没
後
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
跡
を
継
い
で
大
清

と
国
号
を
定
め
る
と
大
清
の
軍
隊
は
山
海
関
を
避
け
て
西
回
り
の
ル
ー
ト
で

長
城
を
突
破
し
て
北
京
周
辺
に
侵
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
明
朝

の
藩
属
国
で
あ
る
朝
鮮
王
朝
（
李
氏
朝
鮮
）
へ
の
侵
入
を
繰
り
返
す
よ
う
に

な
る
。
天
啓
七
年（
天
聡
元
年
、
一
六
二
七
）の
丁
卯
胡
乱
、
崇
禎
九
年（
崇

徳
元
年
、
一
六
三
六
）
の
丙
子
胡
乱
で
あ
り
、
同
十
年
（
崇
徳
二
年
、
一
六

三
七
）、
朝
鮮
国
王
は
三
田
渡
で
清
朝
へ
の
従
属
を
誓
わ
さ
れ
た
。
孫
承
宗

は
内
閣
大
学
士
で
あ
り
な
が
ら
、
二
度
に
わ
た
っ
て
遼
東
・
山
海
関
の
最
前

線
に
赴
き
、
防
衛
戦
の
指
揮
を
執
っ
た
。
な
ぜ
、
天
啓
帝
・
崇
禎
帝
は
孫
承

宗
を
前
線
に
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
前
段
階

と
し
て
、
本
稿
で
は
孫
承
宗
に
関
わ
る
史
料
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

一
、
孫
承
宗
に
つ
い
て
の
史
料

　
孫
承
宗
の
史
料
に
つ
い
て
は
最
近
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
集
が
刊
行
さ
れ

た
。
李
紅
権
輯
録

　
点
校『
孫
承
宗
集
』上
中
下（
明
季
遼
事
文
集
叢
刊
）で
、

学
苑
出
版
社
か
ら
二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
書
名
か
ら
す
る
と
、
孫
承

宗
の
文
集
に
点
校
を
施
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
本
書
は
上
中
下
の
三
冊
に
分
か
れ
、
全
四
四
巻
に
分
巻
さ
れ
て
お
り
、

各
巻
の
内
容
と
そ
の
出
典
を
本
書
の
前
言
に
基
づ
い
て
見
て
み
る
と
、

　
巻
一
〜
二
十
　
五
言
古
詩
〜
尺
牘
　
　
：
『
高
陽
集
』

　
巻
二
一

　
閲
関
前
奏
疏

　
　
　
　
　
　
：
『
明
実
録
』・『
高
陽
集
』巻
十
四
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巻
二
二

　
閲
関
奏
稿
第
一

　
　
　
　
　
：
閲
関
奏
稿

　
巻
二
三

　
閲
関
奏
稿
第
二

　
　
　
　
　
：
閲
関
奏
稿

　
巻
二
四
〜
三
九

　
前
督
師
奏
疏

　
　
　
：
督
師
奏
疏

　
巻
四
十

　
後
督
師
奏
疏

　
　
　
　
　
　
：
後
督
師
紀
略

　
巻
四
一
〜
四
四

　
車
営
百
八
叩
・
車
営
百
八
答
・
車
営
百
八
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
車
営
叩
答
合
編

と
な
っ
て
お
り
、
ま
ず
は
孫
承
宗
の
文
集
で
あ
る『
高
陽
集
』が
出
典
と
な
っ

て
い
る
。『
高
陽
集
』
は
孫
承
宗
の
没
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
主
要

な
版
本
と
し
て
、

　
国
家
図
書
館
所
蔵
順
治
刻
本

　
北
京
大
学
図
書
館
所
蔵
順
治
刻
本
（
孫
文
正
公
全
集
）

　
中
国
科
学
院
図
書
館
所
蔵
嘉
慶
十
二
年
重
刊
本
（
高
陽
先
生
全
集
）

　
中
国
科
学
院
図
書
館
所
蔵
清
初
刻
嘉
慶
補
修
本

　
乾
坤
正
気
集
本
（
道
光
二
八
年
刻
印
）

の
五
種
が
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
（
５
）。

　
巻
二
一
は『
高
陽
集
』と『
明
熹
宗
実
録
』か
ら
奏
疏
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。

巻
二
二
と
二
三
の
閲
関
奏
疏
は
二
巻
本
で
明
末
の
刻
本
で
あ
り
、
孫
承
宗
が

天
啓
二
年
に
山
海
関
を
巡
視
し
た
時
の
二
ヶ
月
分
の
奏
疏
を
集
め
た
も
の

で
、
現
在
、
河
南
省
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
巻
二
四
か
ら
三
九
の
督

師
奏
疏
は
十
六
巻
本
で
、
天
啓
二
年
八
月
十
四
日
か
ら
同
五
年（
一
六
二
五
）

十
一
月
九
日
ま
で
の
奏
疏
で
、
版
本
は
北
京
図
書
館
所
蔵
明
末
刻
本
と
国
家

図
書
館
所
蔵
清
抄
本
及
び
民
国
抄
本
が
あ
る
。
巻
四
十
の
後
督
師
紀
略
は
鹿

善
継
の
纂
輯
し
た
国
家
図
書
館
所
蔵
抄
本
で
あ
る
が
単
行
本
で
は
な
い
と
い

う
。
孫
承
宗
の
奏
疏
に
つ
い
て
は
閲
関
と
前
督
師
の
部
分
の
保
存
状
態
は
比

較
的
良
い
け
れ
ど
、
閲
関
以
前
と
後
督
師
の
部
分
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た

も
の
が
な
く
て
、
各
種
の
史
籍
を
調
べ
て
集
め
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

巻
四
十
以
降
の
車
営
叩
答
合
編
に
つ
い
て
は
、
道
光
年
間
の
叩
と
図
制
の
合

刻
の
二
巻
本
が
北
京
大
学
図
書
館
所
蔵
、
光
緒
五
年
（
一
八
七
九
）
の
百
八

叩
一
巻
本
が
謙
徳
堂
蔵
版
と
し
て
畿
輔
叢
書
に
、
同
治
八
年
の
図
制
・
叩
・

答
・
説
合
刊
本
が
車
営
叩
答
合
編
四
巻
本
と
し
て
高
陽
県
師
倹
堂
孫
氏
蔵
版

と
し
て
、
車
営
百
八
叩
答
説
合
編
四
巻
本
が
国
家
図
書
館
所
蔵
（
光
緒
六
年

刊
本
）
と
し
て
あ
る
。

　
つ
ま
り
、『
孫
承
宗
集
』
上
中
下
の
三
冊
本
と
は
孫
承
宗
の
手
に
な
る
文

章
を
、
現
存
す
る
高
陽
集
だ
け
で
な
く
、
散
在
す
る
奏
疏
を
可
能
な
限
り
丹

念
に
集
め
て
点
校
を
付
し
た
史
料
集
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
目
睹
が
叶
わ
な

か
っ
た
も
の
も
含
め
て
孫
承
宗
の
奏
疏
を
ま
と
め
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
点
、極
め
て
大
き
な
前
進
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

前
言
に
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
閲
関
以
前
と
後
督
師
の
部
分
に
つ
い
て
は

手
薄
で
あ
る
点
は
可
能
な
ら
く
補
っ
て
行
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で

二
〇
〇
一
年
に
広
西
師
範
大
学
出
版
社
か
ら
公
刊
さ
れ
た
『
中
国
明
朝
档
案

総
匯
』
全
一
○
一
冊
を
探
し
て
い
く
と
、『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
第
十
一
冊

三
七
四
の
档
案
「
大
学
士
孫
承
宗
、
兵
馬
・
器
甲
缺
少
も
て
、
兵
部
に
勅

し
て
燃
眉
を
急
済
せ
ん
こ
と
を
請
う
為
め
の
事
の
奏
本
」
崇
禎
四
年
十
一
月

初
五
日
と
、
同
第
十
二
冊

二
の
档
案
「
大
学
士
孫
承
宗
凌
城
出
囲
等
の
事

の
為
め
の
奏
本
」
崇
禎
四
年
十
一
月
十
五
日
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の

二
編
の
档
案
は
『
孫
承
宗
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
奏
疏
の
編
目
を
見
て
い
く
と
、

　
巻
二
一
　
閲
関
前
奏
疏
（
天
啓
二
年
）

灾
変
陳
言
疏

　
　
　
　
　
　
　
覆
黔
省
総
兵
張
彦
芳
飛
掲
告
急
疏
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請
宥
戚
臣
王

疏
　
　
　
　
　
京
師
購
捕
奸
細
多
有
枉
累
疏

擬
禦
虜
安
辺
疏

　
　
　
　
　
　
覆
折
衷
防
禦
疏

擬
緩
挙
三
殿
及
朝
門
工
程
疏

　
覆
梁
之
棟
疏

敬
陳
目
前
切
要
疏

　
　
　
　
　
覆
袁
崇
煥
欲
調
取
広
西
狼
兵
疏

極
修
祖
宗
法
度
疏

　
　
　
　
　
游
士
任
募
兵
淮
上
疏

覆
戸
科
給
事
中
陳
胤
叢
礼
科
給
事
中
汪
慶
百
条
陳

誤
事
之
臣
不
可
不
問
疏

　
　
　
覆
呂
邦
耀
条
陳
廟
算
疏

覆

馬
王

等
募
兵
招
練
疏

　
薦
用
盧
安
世
疏

覆
薊
州
遵
化
兵
備
道
高
捷
恢
復
要
策
疏

　
亟
当
整
頓
各
辺
疏

　
巻
二
二

　
閲
関
奏
稿
第
一
（
天
啓
二
年
）

請
親
詣
関
門
掲

　
　
　
　
機
大
難
料
疏

誤
恩
万
不
敢
承
疏

　
　
　
急
安
遼
人
疏

辞
免
殊
常
恩
命
疏

　
　
　
乞
恤
灾
民
疏

以
守
修
戦
疏

　
巻
二
三

　
閲
関
奏
稿
第
二
（
天
啓
二
年
）

乞
慎
明
恩
疏

　
　
　
　
　
乞
辞
免
恩
賚
疏

三
鎮
分
轄
自
定
疏

　
　
　
将
原
賜
玉
帯
蠎
衣
恭
進
内
府
疏

懇
乞
辞
免
疏

　
　
　
　
　
条
次
諸
協
兵
務
疏

枢
臣
当
急
疏

　
　
　
　
　
恭
謝
天
恩
疏

恭
謝
天
恩
疏

　
　
　
　
　
録
呈
同
行
代
擬
之
辞
疏

　
巻
二
四

　
前
督
師
奏
疏
第
一
（
天
啓
二
年
）

恭
請
身
親
督
理
関
城
兵
務
疏

　
　
　
　
　
軍
需
甚
急
疏

関
城
有
当
用
之
人
及
必
不
容
己
之
費
疏
　
恭
謝
天
恩
疏

懇
乞
早
発
見
在
兵
将
疏
　
　
　
　
　
　
　
厳
核
将
領
疏

整
頓
関
務
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
推
大
将
疏

衝
辺
需
人
為
急
関
兵
遽
撤
未
当
疏

　
　
　
調
営
将
疏

懇
乞
罷
免
疏
庸
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
賀
万
寿
疏

慶
賀
皇
女
誕
生
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
懇
乞
特
擇
実
用
之
材
疏

　
巻
二
五

　
前
督
師
奏
疏
第
二
（
天
啓
二
年
）

慶
賀
冬
至
令
節
疏

　
　
　
留
督
臣
疏

請
発
続
来
大
炮
疏

　
　
　
恭
謝
天
恩
疏

　
賜
貂
皮

量
調
西
兵
疏

　
　
　
　
　
恭
謝
天
恩
疏

　
賜
食

更
調
大
将
疏

　
　
　
　
　
慶
賀
元
旦
令
節
疏

請
給
恩
命
疏

　
　
　
　
　
懇
乞
罷
免
疏

酌
定
関
城
当
用
之
人
疏

　
巻
二
六

　
前
督
師
奏
疏
第
三
（
天
啓
二
〜
三
年
）

条
議
要
急
工
程
疏

　
　
　
辞
玉
牒
加
恩
疏

部
署
大
将
疏

　
　
　
　
　
部
署
将
領
疏

缺
官
疏

　
　
　
　
　
　
　
缺
官
疏

楡
関
一
無
所
恃
疏

　
　
　
辞
免
隆
恩
疏

量
為
使
過
疏

　
　
　
　
　
恭
謝
天
恩
疏

　
巻
二
七

　
前
督
師
奏
疏
第
四
（
天
啓
三
年
）

乞
慎
使
命
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
懇
乞
回
籍
調
理
疏

謹
報
酌
賞
之
数
疏

　
　
　
　
　
　
兵
政
当
厳
疏

関
外
二
百
里
情
形
疏

　
　
　
　
　
歳
終
類
報
功
次
疏

懇
乞
回
籍
疏

　
巻
二
八
　
前
督
師
奏
疏
第
五
（
天
啓
三
年
）

辺
餉
至
急
疏
　
　
　
　
　
　
　
　
催
餉
疏

論
遼
東
三
御
史
疏
　
　
　
　
　
　
関
城
缺
餉
疏

懇
乞
急
発
餉
銀
疏

　
　
　
　
　
　
瀝
忱
辞
免
疏
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淫
潦
害
成
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
再
瀝
愚
忱
辞
免
疏

乞
発
月
餉
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
調
募
日
増
疏

軍
士
囂
噪
疏

　
巻
二
九

　
前
督
師
奏
疏
第
六
（
天
啓
三
年
）

布
置
関
内
諸
鎮
軍
事
疏

　
　
　
　
恭
慰
聖
懐
疏

　
生
子

辞
免
明
恩
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
関
外
三
百
里
情
形
疏

沿
海
情
形
疏

　
巻
三
〇

　
前
督
師
奏
疏
第
七
（
天
啓
三
年
）

任
事
得
人
病
臣
当
去
疏

　
　
　
　
防
款
事
宜
疏

懇
乞
俯
准
辞
免
疏

　
　
　
　
　
　
処
分
失
事
官
兵
疏

慶
賀
第
二
子
生
疏

　
　
　
　
　
　
再
懇
辞
免
疏

慶
賀
冬
至
節
疏

　
　
　
　
　
　
　
糧
料
缺
乏
己
極
疏

恭
謝
天
恩
疏

　
賜
銀
幣
花
紅

　
　
登
撫
未
可
遽
裁
疏

慶
賀
万
寿
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
詳
酌
督
撫
事
宜
疏

乞
辞
免
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
薊
昌
春
防
兵
馬
疏

慶
賀
郊
祀
礼
成
疏

　
巻
三
一

　
前
督
師
奏
疏
第
八
（
天
啓
三
〜
四
年
）

恭
謝
天
恩
疏

　
　
　
　
　
辺
計
不
宜
異
動
疏

慶
賀
元
旦
疏

　
　
　
　
　
酌
量
衝
辺
被
論
諸
臣
去
留
疏

辞
免
恩
叙
疏

　
　
　
　
　
軍
需
甚
急
疏

再
明
督
撫
事
宜
疏

　
　
　
懇
乞
蚤
定
僉
謀
疏

酌
調
辺
兵
疏

　
巻
三
二
　
前
督
師
奏
疏
第
九
（
天
啓
四
年
）

海
外
捷
音
疏
　
　
　
　
　
恭
問
聖
体
万
安
疏

乞
賜
罷
免
疏

　
　
　
　
　
懇
乞
罷
免
疏

任
事
之
臣
当
念
疏

　
　
　
再
懇
放
免
疏

乞
発
帑
金
疏

　
　
　
　
　
挙
賢
自
代
疏

慎
推
督
撫
疏

　
　
　
　
　
論
東
夷
仮
道
西
虜
疏

申
飭
辺
防
疏

　
　
　
　
　
懇
恩
放
免
疏

乞
察
民
心
疏

　
　
　
　
　
与
各
衙
門
協
力
奮
力
疏

　
巻
三
三

　
前
督
師
奏
疏
第
十
（
天
啓
四
年
）

乞
回
籍
調
理
疏

　
　
　
　
概
叙
非
宜
疏

恭
尉
聖
懐
疏

　
　
　
　
　
条
叙
各
鎮
文
武
大
吏
疏

乞
防
大
臣
倚
附
中
官
疏

　
叙
録
部
幕
諸
臣
疏

恭
謝
天
恩
疏

　
　
　
　
　
叙
録
餉
司
部
臣
疏

兌
寺
馬
疏

　
　
　
　
　
　
叙
録
各
鎮
兵
備
官
員
疏

懇
恩
罷
免
疏

　
　
　
　
　
叙
録
有
司
官
員
疏

再
省
失
期
軍
需
疏

　
巻
三
四

　
前
督
師
奏
疏
第
十
一
（
天
啓
四
年
）

優
叙
関
外
労
臣
疏

　
　
　
　
　
　
懇
恩
放
免
疏

叙
列
将
官
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
請
使
出
関
疏

明
叙
防
之
愚
衷
疏

　
　
　
　
　
　
恭
謝
天
恩
疏

叙
録
関
外
死
事
之
臣
疏

　
　
　
　
軍
務
条
次
停
妥
而
後
敢
行
疏

乞
遠
纍
臣
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
兵
当
早
計
疏

　
巻
三
五

　
前
督
師
奏
疏
第
十
二
（
天
啓
四
〜
五
年
）

辺
事
与
旧
臣
相
妨
疏

　
　
　
　
　
請
放
帰
疏

衆
口
紛
囂
有
害
辺
事
疏
　
　
　
　
辞
陵
工
恩
叙
疏

慶
賀
疏
　
冬
至
　
　
　
　
　
　
　
再
辞
陵
工
恩
叙
疏

慶
賀
万
寿
節
疏
　
　
　
　
　
　
　
病
極
乞
骸
疏

乞
回
朝
恭
賀
万
寿
疏

　
　
　
　
　
皇
上
躬
臨
太
学
疏
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乞
賜
罷
免
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
病
苦
己
極
疏

関
内
外
情
形
疏

　
　
　
　
　
　
　
簡
鎮
協
疏

慶
賀
元
旦
令
節
疏

　
　
　
　
　
　
議
守
遼
東
疏

速
補
目
前
缺
乏
疏

　
　
　
　
　
　
恢
復
大
略
疏

人
臣
任
官
自
程
材
力
疏

　
　
　
　
馭
夷
之
法
疏

斥
逐
諸
臣
失
平
疏

　
　
　
　
　
　
仰
于
厳
切
疏

請
放
帰
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
乞
罷
斥
疏

　
巻
三
六

　
前
督
師
奏
疏
第
十
三
（
天
啓
五
年
）

恭
謝
天
恩
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
再
汰
官
兵
疏

慶
賀
夏
令
節
疏

　
　
　
　
　
　
　
備
陳
衰
病
疏

三
殿
大
工
伊
始
疏

　
　
　
　
　
　
乞
厳
失
事
之
罪
疏

五
月
無
餉
堪
憂
疏

　
　
　
　
　
　
天
下
兵
政
定
于
中
枢
疏

乞
発
辺
餉
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
議
守
蓋
州
疏

乞
速
支
餉
罷
病
兵
疏

　
　
　
　
　
乞
骸
疏

急
汰
多
費
庸
臣
疏

　
　
　
　
　
　
衰
病
乞
骸
疏

簡
汰
官
兵
以
清
糧
餉
疏

　
　
　
　
形
神
倶
銷
疏

　
巻
三
七

　
前
督
師
奏
疏
第
十
四
（
天
啓
五
年
）

復
命
疏

　
巻
三
八

　
前
督
師
奏
疏
第
十
五
（
天
啓
五
年
）

総
括
軍
需
収
支
大
数
疏

　
巻
三
九

　
前
督
師
奏
疏
第
十
六
（
天
啓
五
年
）

乞
賜
裁
决
疏
　
　
　
　
　
任
用
劉
詔
・
馬
世
龍
疏

乞
辞
免
罷
斥
疏
　
　
　
　
速
定
鎮
道
之
去
疏

乞
賜
裁
决
疏
　
　
　
　
　
論
馬
世
龍
功
過
疏

慶
賀
皇
子
誕
生
疏

　
　
　
恭
謝
天
恩
疏

懇
恩
允
放
疏

　
　
　
　
　
慶
賀
万
寿
聖
節
疏

懇
辞
殊
常
恩
命
疏

　
　
　
奏
謝
恩
命
疏

乞
代
題
以
全
余
生
疏

　
　
進
繳
疏

恭
報
衛
臣
督
造
事
竣
疏

　
恭
謝
天
恩
疏

乞
免
隆
恩
疏

　
　
　
　
　
務
守
遼
東
疏

慶
賀
皇
子
彌
月
令
辰
疏

　
巻
四
〇

　
後
督
師
奏
疏

辞
起
用
疏

　
　
　
　
　
　
恢
復
河
東
先
後
緩
急
疏

辞
起
用
疏

　
　
　
　
　
　
劉
興
治
事
疏

辞
起
用
疏

　
　
　
　
　
　
乞
休
疏

巡
閲
都
城
守
備
疏

　
　
　
開
門
視
事
疏

調
袁
崇
煥
兵
疏

　
　
　
　
条
次
東
西
辺
政
疏

通
城
事
宜
疏

　
　
　
　
　
薦
傅
宗
龍
疏

請
勅
関
防
疏

　
　
　
　
　
補
立
遼
東
前
鋒
疏

請
調
馬
兵
随
行
疏

　
　
　
撫
鎮
相
左
疏

急
擇
大
将
疏
（『
崇
禎
実
録
』
巻
二
、
崇
禎
二
年
春
正
月
丁
巳
の
条
）

請
寛
遼
将
疏

　
　
　
　
　
処
置
降
夷
疏

定
衆
疑
疏

　
　
　
　
　
　
撫
臣
豢
龍
養
虎
疏

抵
関
到
任
疏

　
　
　
　
　
遼
東
築
城
疏

調
発
兵
馬
疏

　
　
　
　
　
大
凌
当
復
疏

酌
量
東
西
兵
勢
疏

　
　
　
辺
工
屢
旨
酌
議
疏

枢
臣
調
度
各
鎮
援
兵
疏
　
厳
為
防
守
疏

議
調
東
江
兵
馬
疏
　
　
　
応
援
機
宜
疏

東
江
事
宜
疏
　
　
　
　
　
当
急
援
大
凌
疏

為
茅
元
儀
贖
杖
疏

　
　
　
兵
潰
乞
罷
疏
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東
西
合
力
疏

　
　
　
　
　
救
凌
方
略
疏

善
後
事
宜
疏

　
　
　
　
　
経
備
総
督
不
宜
并
設
疏

善
後
緊
急
事
宜
疏

　
　
　
遼
事
大
略
疏

恢
復
四
城
疏

　
　
　
　
　
薊
遼
事
宜
十
六
款

絶
款
疏

で
あ
り
、
こ
の
中
、
巻
二
一
か
ら
三
九
ま
で
は
お
お
よ
そ
奏
疏
の
中
に
日
付

が
出
て
来
る
の
で
日
時
の
特
定
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
巻
四
〇
は
基
本
的

に
日
付
が
な
く
、
い
つ
の
こ
と
か
は
史
料
の
突
合
せ
を
し
な
け
れ
ば
分
か
ら

な
い
。
た
だ
、
巻
四
〇
に
当
た
る
時
期
は
崇
禎
二
年
か
ら
同
四
年
ま
で
の
間

で
あ
る
の
で
こ
の
期
間
の
奏
疏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
急
擇
大
将

疏
は
『
崇
禎
実
録
』
巻
二
、
崇
禎
二
年
春
正
月
丁
巳
の
条
を
出
典
と
し
て
い

る
が
、
実
は
同
年
十
二
月
甲
寅
の
条
の
誤
り
で
、
か
つ
本
奏
疏
の
後
半
「
遼

東
兵
…
」
以
下
の
部
分
の
み
し
か
見
え
な
い
。
ま
た
、
上
記
、
二
編
の
档
案

も
こ
の
巻
四
〇
に
該
当
す
る
奏
疏
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
と
こ
ろ
に
も
見
当

た
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
二
篇
の
档
案
は
『
孫
承
宗
集
』
に
未
収
録
の
も

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
ほ
か
に
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
、
巻
四
〇
収
録
の
奏
疏
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
検
討
を

深
め
る
必
要
性
を
感
じ
る
。

二
、『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
第
十
一
冊

三
七
四
の
档
案
の
検
討

　『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』第
十
一
冊

三
七
四
の
档
案
は「
大
学
士
孫
承
宗
、

兵
馬
・
器
甲
缺
少
も
て
、
兵
部
に
勅
し
て
燃
眉
を
急
済
せ
ん
こ
と
を
請
う
為

め
の
事
の
奏
本
」（
６
）
で
あ
り
、「
閣
部
奏
す
ら
く
、
該
臣
、
関
遼
の
経
制
を

按
ず
る
の
縁
繇
」
で
あ
る
と
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
兵
科
給
事

中
か
ら
兵
部
に
档
案
の
写
し
が
送
ら
れ
、
審
議
し
た
日
時
が
、

崇
禎
四（
四
は
書
込
）年
十
一（
十
一
は
書
込
）月
初
六（
初
六
は
書
込
）

日
抄
送
し
、

旨
を
奉
り
、
五
日
を
期
と
為
し
、
本
（
本
は
書
込
）
月
初
九
（
初
九
は

書
込
）
日
に
応
ず
。

酌
議
（
酌
議
は
書
込
）

転
を
行
う
。

と
示
さ
れ
、
写
し
が
兵
科
給
事
中
か
ら
兵
部
に
到
着
し
た
日
時
が
、

　
　
崇
禎
四
年
十
一
月
初
七
（
初
七
は
書
込
）
日
到
る
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
兵
科
給
事
中
の
写
し
の
中
身
が
档
案
本
体
と

そ
れ
へ
の
崇
禎
帝
の
指
示
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　
　
奏兵

部
、
兵
科
の
抄
出
を
呈
す
る
に
、
大
学
士
臣
孫
承
宗
、
謹
し
み
て
奏

す
ら
く
、
該
臣
、
按
関
遼
の
経
制
を
按
ず
る
に
、
其
の
兵
馬
・
器
甲
の

額
、
原
も
と
未
だ
辦
完
せ
ざ
る
に
、
し
ば
し
ば
陣
失
を
経
て
、
い
よ
い

よ
缺
少
を
加
う
。
目
今
、
新
旧
の
撫
臣
、
各
お
の
已
に
奏
討
し
兵
部
に

至
る
。
調
発
す
る
所
の
兵
雖
だ
未
だ
定
ま
ら
ず
未
だ
来
た
ら
ず
も
、
器

甲
一
人
缺
す
れ
ば
、
即
ち
一
人
虚
為
り
。
登
州
の
五
千
の
如
き
は
応
に

有
る
べ
き
器
甲
は
未
だ
必
ず
し
も
全
き
な
ら
ず
、
秦
翼
明
の
兵
の
如
き

は
、
是
れ
全
て
缺
す
る
に
当
た
る
。
此
れ
倶
に
歩
兵
に
係
わ
り
、
需
む

る
綿
・

甲
は
、
酌
す
れ
ば
且
に
二
千
五
百
頂
副
を
得
ん
と
す
可
し
。

此
の
兵
、
必
ず
之
に
訓
ふ
れ
ば
、
火
砲
・
弓
矢
は
乃
お
適
用
す
可
く
、

酌
す
れ
ば
滅
虜
砲
一
百
余
位
・
三
眼
槍
一
千
桿
・
大
弓
五
百
張
・
大
箭

一
万
五
千
枝
・
刀
五
百
把
を
得
べ
し
。
長
槍
は
或
い
は
自
有
し
て
至
る
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所
な
り
。
臣
、
令
す
る
所
の
四
将
官
の
姚
汝
科
・
張
文
善
・
黄
虎
・
劉

啓
職
は
、
遼
兵
を
新
募
し
、
数
已
に
千
を
逾
え
、
且
に
約
三
千
を
も
っ

て
数
と
為
ら
ん
と
し
、
馬
一
千
余
匹
、
鉄
綿
・

甲
各
一
千
五
百
頂
副

を
得
る
可
し
。
見
（
現
）
有
の
長
槍
六
百
桿
・
錛
斧
七
十
三
柄
あ
り
、

仍
お
刀
一
千
二
百
把
・
大
弓
一
千
張
・
大
箭
三
万
枝
を
得
る
も
、
此
れ

皆
、
該
道
の
所
備
所
報
の
者
に
係
わ
ら
ず
。
又
た
、
寧
前
道
陳
新
甲
の

報
に
拠
ら
ば
、
該
道
需
む
る
所
の
三
眼
槍
・
鍁
鍬
芋
物
、
只
だ
料
価
を

得
れ
ば
、
本
局
弁
ず
可
し
木
箭
桿
七
万
枝
積
有
す
。
其
の
需
む
る
所
の

紅
夷
砲
は
業
に
聖
恩
を
蒙
り
九
城
に
給
発
し
て
倶
備
し
、
万
姓
歓
呼
し

て
快
と
称
す
。
此
の
外
、
尚
お
需
む
る
大
減
虜
砲
数
十
位
・
鉛
子
十
万

斤
、
需
む
る
所
の
建
鉄
は
無
処
に
買
弁
し
て
応
に
三
万
斤
・
硝
十
万

斤
・

五
万
斤
を
得
た
り
。
先
に
馬
価
・
造

甲
銀
一
万
二
千
五
百
五

十
五
両
三
銭
四
分
二
釐
借
り
る
有
る
も
、
未
だ
補
は
ず
。
今
需
む
る
所

の
買
鉄
・
買
煤
・
買
弓
、
造
箭
所
の
費
は
貲
へ
ず
、
応
ず
る
に
軍
需
を

補
完
せ
る
を
以
て
馬
価
一
万
五
千
に
、
再
び
一
万
を
得
て
、
以
て
燃
眉

を
救
は
ん
。
新
賞
の
一
万
に
至
り
て
は
、
旧
賞
を
補
う
に
足
ら
ず
。
仍

お
其
れ
借
り
た
る
所
庫
銀
一
千
二
百
三
十
六
両
は
、
応
に
補
還
に
当
て

る
べ
し
。
関
外
の
馬
匹
に
至
り
て
は
、
正
額
原
も
と
二
万
三
千
有
奇
を

缺
す
。
今
、陣
失
の
馬
二
千
九
百
七
十
四
匹
、大
凌
馬
四
千
有
奇
な
り
。

目
今
有
奇
（
以
上
四
文
字
は
衍
字
で
あ
ろ
う
）
目
今
、
即
に
尽
し
て
缺

額
を
補
う
能
は
ず
し
て
、見（
現
）缺
の
数
は
、新
馬
二
千
を
除
く
の
外
、

尚
お
且
に
六
七
千
を
需
む
べ
し
。
今
、
庫
の
貯
え
無
く
、
馬
兵
丁
銀
四

万
有
奇
も
て
、
計
り
て
馬
一
千
四
百
余
を
買
う
べ
く
、
急
に
当
た
り
て

買
補
を
為
さ
ん
。
見
（
現
）
需
の

甲
の
数
に
及
び
て
、
旧
撫
丘
禾
嘉

の
請
う
の
如
し
。
該
臣
、
前
後
五
六
年
間
、
造
弁
を
念
う
毎
に
、
給
発

し
艱
く
易
か
ら
ざ
る
を
惟
う
。
一
旦
の
損
失
実
に
多
く
、
為
す
所
は
再

四
低
四
し
て
、
未
だ
敢
て
具
陳
せ
ず
。
第
だ
、
戦
守
の
急
需
は
勢
ひ
在

必
ず
缺
く
べ
か
ら
ず
に
在
り
、
敢
え
て
昧
死
し
て
以
て
請
は
ざ
る
に
あ

ら
ず
、
伏
し
て
皇
上
、
危
辺
の
大
計
を
軫
念
さ
れ
、
兵
部
に
勅
し
て
酌

裁
せ
し
め
、各
該
衙
門
に
行
は
せ
、燃
眉
を
急
済
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
ふ
。

臣
下
情
と
し
て
惶
悚
に
勝
ふ
ベ
く
、
激
切
に
命
を
待
つ
の
至
り
な
り
。

此
れ
が
為
に
、
具
本
を
齎
捧
し
て
以
聞
す
。
崇
禎
四
年
十
一
月
初
五
日

聖
旨
を
奉
る
に
、
奏
内
の
請
う
所
、
各
衙
門
酌
議
し
て
具
覆
せ
よ
。
兵

部
知
道
せ
よ
。

と
あ
り
、
内
閣
大
学
士
の
孫
承
宗
が
山
海
関
と
遼
東
の
軍
備
状
況
に
つ
い
て

巡
察
を
行
い
、兵
員
の
増
強
に
も
増
し
て
、装
備
の
不
足
を
指
摘
し
て
お
り
、

騎
馬
、
鉄
綿
・

甲
の
よ
う
な
装
備
品
、
刀
・
大
弓
・
長
槍
・
錛
斧
・
大
箭

の
よ
う
な
刀
剣
や
弓
矢
、滅
虜
砲
や
紅
夷
砲
の
よ
う
な
大
砲
、三
眼
槍
や
硝
・

の
よ
う
な
銃
・
弾
薬
、建
鉄
は
鉄
材
で
あ
ろ
う
か
、須
く
不
足
し
て
お
り
、

そ
の
要
因
に
は
資
金
不
足
が
挙
げ
ら
れ
、
盛
ん
に
軍
費
を
要
求
し
続
け
て
い

る
。
そ
の
中
、
当
時
の
明
朝
に
取
っ
て
は
防
衛
の
切
り
札
に
な
っ
た
ポ
ル
ト

ガ
ル
製
の
紅
夷
砲
が
皇
帝
の
思
し
召
し
で
九
城
に
配
備
さ
れ
た
こ
と
を
特
筆

し
て
い
る
。
山
海
関
外
の
寧
前
と
呼
ば
れ
る
僅
か
に
残
さ
れ
た
明
朝
側
の
エ

リ
ア
の
防
衛
に
、
明
朝
は
多
大
な
軍
費
と
各
地
か
ら
の
応
援
の
兵
力
を
逐
次

投
入
し
て
い
た
。
登
州
は
山
東
登
州
府
か
ら
の
援
兵
で
あ
り
、
こ
の
当
時
、

登
州
は
孫
承
宗
の
督
師
と
し
て
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
装
備
不
足

が
あ
り
、
秦
翼
明
の
援
軍
に
至
っ
て
は
殆
ど
装
備
が
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
軍
費
の
増
額
と
軍
備
の
増
強
を
、
兵
部
か
ら
承
諾
を
取
り
た
い
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、「
救
凌
方
略
疏
」
に
は
登
州
五
千
の
兵
と
秦
翼

明
の
三
千
の
援
兵
は
登
場
す
る
の
で
、
本
档
案
と
本
奏
疏
と
は
共
に
大
凌
河
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つ
ま
り
寧
遠
城
陥
落
直
前
の
奏
疏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
、『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
第
十
二
冊

二
の
档
案
の
検
討

　『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
第
十
二
冊

二
の
档
案
は
「
大
学
士
孫
承
宗
凌
城

出
囲
等
の
事
の
為
め
の
奏
本
」（
７
）
で
あ
り
、「
閣
部
孫
承
宗
奏
す
ら
く
、
凌

城
出
囲
の
事
情
并
び
に
何
可
綱
を
優

す
る
の
縁
繇
」
で
あ
る
と
内
容
が
示

さ
れ
て
い
る
。そ
の
上
で
兵
科
給
事
中
か
ら
兵
部
に
档
案
の
写
し
が
送
ら
れ
、

審
議
し
た
日
時
が
、

□
？

崇
禎
四（
四
は
書
込
）年
十
一（
十
一
は
書
込
）月
十
五（
十
五
は
書
込
）

日
抄
送
し
、

旨
を
奉
り
、
五
日
を
期
と
為
し
、
本
（
本
は
書
込
）
月
十
六
（
十
六
は

書
込
）
日
に
応
ず
。

咨
を
行
い
具
奏
す
。（
書
込
）

と
示
さ
れ
、
写
し
が
兵
科
給
事
中
か
ら
兵
部
に
到
着
し
た
日
時
が
、

　
　
崇
禎
四
年
十
一
月
十
六
（
十
六
は
書
込
）
日
到
る
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
兵
科
給
事
中
の
写
し
の
中
身
が
档
案
本
体
と

そ
れ
へ
の
崇
禎
帝
の
指
示
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　
　
奏

　
　
兵
部
、
兵
科
の
抄
出
を
呈
す
る
に
、
大
学
士
臣
孫
承
宗
謹
し
み
て
奏
す

ら
く
、
該
臣
、
本
月
初
六
日
に
お
い
て
、
旗
鼓
官
参
将
の
岳
維
忠
及
び

備
禦
の
李
成
龍
、
錦
州
よ
り
来
た
る
に
拠
り
た
る
に
、
口
ず
か
ら
扱
び

た
る
に
、
凌
河
は
三
月
に
食
が
尽
き
、
奴
賊
は
叛
人
以
て
衆
人
を
招
降

せ
し
め
ん
と
し
、
遂
に
は
帥
を
挟
み
て
総
兵
﹇
官
﹈
を
降
付
せ
ん
と
欲

す
る
に
至
る
。
何
可
綱
、
死
を
説
か
ば
、
則
ち
死
す
る
は
此
の
地
に
在

り
。
一
た
び
凌
河
を
出
ず
れ
ば
、
即
ち
賊
営
に
抵
た
ら
ざ
れ
ば
、
亦
た

万
世
の
罵
名
を
受
け
ん
、と
。
乱
卒
、遂
に
横
撃
し
て
こ
れ
を
食
す
に
、

祖
大
寿
乃
ち
衆
に
説
い
て
曰
は
く
、我
、大
家
の
為
に
出
脱
せ
ん
、と
。

遂
に
二
十
七
人
を
率
い
て
賊
営
に
詣
ず
。
四
酋
迎
え
入
れ
、
結
び
て
兄

弟
と
為
し
、
大
寿
に
裘
・
馬
を
予
へ
ん
と
す
る
に
、﹇
祖
﹈
大
寿
、
倶

に
計
を
以
て
却
す
。
四
酋
、﹇
祖
﹈
大
寿
の
降
る
を
邀
え
、
錦
州
を
得

ん
と
要
む
。﹇
祖
﹈
大
寿
説
へ
ら
く
、
我
に
与
す
る
衆
将
・
家
口
は
倶

に
各
城
に
在
り
て
、
此
の
一
峯
当
に

類
を
奈
何
と
す
る
無
か
ら
ん
、

と
。

酋
説
へ
ら
く
、
去
き
て
安
排
す
る
に
任
す
。
只
だ
先
ん
じ
て
錦

州
を
下
す
を
要
む
。﹇
祖
﹈大
寿
佯
り
て
去
ら
ざ
る
を
説
き
、
酋
、﹇
祖
﹈

大
寿
の
辞
を
見
て
、
却
っ
て
い
よ
い
よ
放
行
を
要
む
。
時
に
被

の
総

兵
に
付
し
た
る
張
弘
（
洪
）
謨
旁
ら
に
在
り
、
虎
を
縦
ち
て
山
に
入
ら

す
と
説
う
。

酋
、
遂
に
﹇
張
﹈
弘
（
洪
）
謨
に
巵
酒
を
予
へ
好
く
話
せ

と
云
う
。
大
寿
説
へ
ら
く
、
果
し
て
此
れ
帰
る
有
れ
ど
去
か
ざ
る
が
妥

と
為
し
、
い
よ
い
よ
益
し
て
酒
を
喫
し
以
て
帰
ら
ざ
る
を
示
す
。

酋

も
又
た
説
へ
ら
く
去
る
が
好
い
、
と
。﹇
祖
﹈
大
寿
遂
に
説
へ
ら
く
、

既
に
我
去
く
が
便
な
る
は
著
か
な
り
、
子
を
以
て
質
と
為
し
、
遂
に
復

た
凌
河
に
入
ら
ん
、
と
。
適
た
ま
十
月
二
十
九
日
、
我
が
兵
奇
を
用
い

て
、
直
ち
に

酋
の
老
営
に
闖
す
る
に
値
い
、
一
時
、
八
営
乱
慌
し
、

自
ら
相
ひ
攻
打
す
。
大
寿
是
れ
我
が
兵
、
営
を
劫
し
た
る
を
知
り
、
遂

に
先
き
の
二
十
七
人
を
帯
て
、
賊
に
向
ひ
て
説
へ
ら
く
、
此
の
時
、
我

此
れ
に
乗
じ
て
出
で
れ
ば
、
人
必
ず
疑
は
ず
、
と
。
賊
遂
に
送
出
す
。

初
一
日
亥
時
に
於
い
て
、
歩
行
し
て
錦
州
に
入
り
、
遂
に
塘
報
を
発
し
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て
、
説
へ
ら
く
乱
に
乗
じ
て
囲
み
を
出
ず
、
と
。
以
て
賊
の
耳
目
を
安

ん
ず
。
又
た
、
二
日
、
却
っ
て
原
来
の
史
明
顕
を
遣
は
し
て
、
賊
営
に

入
り
て
説
へ
ら
く
、祖
総
兵
、錦
州
に
到
る
も
、閣
撫
の
疑
猜
を
蒙
る
。

説
へ
ら
く
、
な
ん
ぞ
只
だ
一
人
の
み
出
で
た
る
か
、
将
に
総
兵
﹇
官
﹈

防
を
厳
し
く
せ
ん
と
す
。
今
、将
に
凌
河
の
兵
将
、刀
箭
の
傷
痕
を
用
っ

て
、
再
び
幾
く
か
の
将
官
・
幾
多
の
兵
衆
放
ち
這
辺
に
到
る
べ
し
。
纔

か
に
事
を
做
し
好
し
、
と
。
四
酋
、
悔
意
有
り
、﹇
史
﹈
明
顕
を
遣
わ

し
帰
し
て
説
へ
ら
く
、只
だ
早
く
做
す
を
要
す
。
我
が
糧
草
少
な
く
し
、

と
、而
し
て
見
る
所
の
六
人
、劉
天
禄
・
祖
可
法
・
張
存
仁
・
祖
澤
洪
・

韓
大
勲
・
祖
澤
潤
は
、已
に
剃
頭
す
、而
れ
ど
も
余
の
見
え
ざ
る
者
は
、

已
に
死
し
た
と
料
ら
れ
る
。﹇
祖
﹈
大
寿
は
初
五
日
に
於
い
て
、
乃
ち

具
疏
す
る
に
実
情
を
以
て
上
聞
す
。
今
、
錦
州
に
在
り
て
城
守
を
料
理

し
、
誓
っ
て
旧
撫
と
同
に
死
守
せ
ん
。
臣
仍
お
暁
諭
し
て
天
慈
を
以
て

援
凌
を
篤
念
し
、
天
恩
仍
お
明
旨
を
抄
す
れ
ば
、
兵
智
る
に
感
動
を
以

て
す
る
を
厭
わ
ず
。﹇
祖
﹈
大
寿
、
此
の
時
、
只
だ
一
意
に
戦
守
し
、

賊
来
た
ら
ば
便
ち
殺
し
、
便
ち
是
れ
真
正
の
用
智
な
り
、
と
。
臣
も
又

た
旧
撫
丘
禾
嘉
に
勧
め
て
一
城
に
同
居
す
れ
ば
、
須
く
安
危
有
ら
ば
、

与
共
す
る
の
意
な
り
。
撫
臣
、
臣
に
書
を
貽
り
て
云
へ
ら
く
、
総
鎮
は

此
の
番
、
深
く
奴
酋
の
手
段
悉
し
、
其
の
設
備
す
る
は
至
ら
ざ
る
所
無

し
。﹇
丘
﹈
禾
嘉
行
き
て
手
を
藉
し
以
て
主
上
に
報
ず
る
に
、
但
だ
一

時
の
安
を
偸
む
に
非
ざ
る
の
み
な
り
。
過
慮
無
き
を
幸
と
す
、
と
。
大

寿
も
亦
た
云
へ
ら
く
、
本
職
、
子

を
捨
て
、
而
し
て
就
ち
出
囲
を
計

る
は
、
情
と
し
て
已
む
を
得
ず
、
惟
だ
一
腔
の
愚
忠
有
り
て
、
以
て
聖

主
に
報
い
ん
が
の
み
な
り
。
目
今
、
奴
賊
、
必
ず
甘
休
回
巣
を
肯
ん
ぜ

ず
。
我
に
在
り
て
は
ま
さ
に
万
分
死
守
し
て
当
る
べ
し
。
若
し
堅
壁
清

野
の
せ
ば
、
賊
必
ず
久
し
き
は
難
し
。
臣
念
へ
ら
く
、﹇
祖
﹈
大
寿
死

守
す
る
こ
と
三
月
、
百
苦
、
嘗
て
将
卒
の
挟
を
以
て
、
而
し
て
百
計
以

て
脱
す
る
に
倍
し
、
其
の
守
官
は
而
し
て
死
す
る
も
、
何
可
綱
の
大

義
・
精
忠
、
日
星
に
耀
き
を
為
す
に
如
か
ず
。
其
の
陥
穽
罟
獲
の
中
よ

り
し
、
豺
虎
蛟
鯨
の
手
を
脱
す
る
に
至
り
、
賊

る
所
の
欲
得
は
、
能

く
語
言
を
以
て
隨
応
し
て
出
だ
す
を
以
て
、
此
れ
或
い
は
黙
護
潜
訶
す

る
有
ら
ん
。﹇
祖
﹈
大
寿
を
令
て
終
に
封
疆
の
大
計
を
為
さ
ん
。
今
、

既
に
忠
を
以
て
智
と
為
し
、
後
、
或
い
は
能
く
智
を
以
て
忠
と
為
す
。

独
り
是
れ
衆
兵
衆
将
、
挟
帥
を
以
て
降
り
、
帥
は
計
を
以
て
脱
し
、
而

し
て
死
す
る
者
は
死
す
る
に
及
ぶ
な
り
。
降
る
者
は
仍
お
大
凌
に
在
り

て
其
の
行
動
を
待
ち
、
或
い
は
帰
え
る
者
有
ら
ば
、
而
し
て
大
寿
万
死

よ
り
一
生
を
得
。
亦
た
既
に
真
心
に
封
疆
の
大
計
を
為
す
。
旧
撫﹇
丘
﹈

禾
嘉
も
又
た
能
く
誠
を
開
き
旧
嫌
を
釈
し
、
患
難
の
中
に
お
い
て
、
此

の
時
、
撫
鎮
同
心
す
れ
ば
、
則
ち
今
日
の
守
は
堅
か
る
べ
し
。
而
し
て

後
日
の
備
え
は
厳
と
い
う
べ
し
。
目
今
、
狡
賊
は
已
に
撤
し
、
高
橋
の

賊
も
仍
お
大
凌
に
帰
ら
ん
。
蓋
し
高
橋
に
屯
し
て
以
て
断
た
ん
。﹇
祖
﹈

大
寿
の
錦
州
の
信
、
数
日
応
ぜ
ざ
る
に
及
ぶ
。
乃
お
撤
し
て
以
て
帰
る

か
、
而
し
て
情
形
叵
測
な
ら
、
但
し
大
寿
は
他
に
無
か
ら
る
べ
き
に
似

る
な
り
。
臣
、
前
疏
も
て
此
の
時
を
言
え
り
。
豈
に
敢
て
必
ず
大
寿
の

心
、
但
だ
其
の
情
事
此
く
の
如
き
に
拠
る
。
病
に
よ
り
具
陳
を
備
へ
、

仰
ぎ
て
聖

に
祈
む
。
臣
下
の
情
と
し
て
惶
悚
に
任
る
べ
く
、
激
切
に

命
を
待
つ
の
至
り
な
り
。
此
れ
が
為
に
、
具
本
も
て
専
差
官
呉
文
相
齎

捧
し
て
以
聞
す
。
崇
禎
四
年
十
一
月
十
五
日
、
聖
旨
を
奉
る
に
、
奏
を

覧
た
る
に
、
祖
大
寿
は
奇
を
設
け
自
ら
振
り
、
丘
禾
嘉
と

力
し
て
功

を
図
る
の
忠
智
、
嘉
す
べ
し
。
卿
こ
も
ご
も
相
い
勧
勉
し
て
具
悉
す
。
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朕
は
推
誠
倚
藉
の
意
、
知
道
す
。
撫
鎮
、
共
に
封
疆
を
事
と
し
、
何
の

嫌
疑
有
ら
ん
。
益
ま
す
広
徳
の
心
を
著
し
、
共
に
殊
績
を
建
て
、
奴
賊

の
狂
逞
し
て
暫
遯
す
る
を
論
ぜ
ず
、
倶
に
厳
し
く
飭
毖
し
て
戦
守
を
実

す
る
の
策
を
要
め
、
玩
弛
を
得
る
な
か
れ
。
何
可
綱
の
忠
貞
、
難
を

蒙
る
は
深
く
悲
憫
す
べ
し
。
兵
部
、
を
優
議
す
る
に
よ
り
具
奏
せ
よ
。

と
あ
り
、
孫
承
宗
失
脚
の
最
大
要
因
に
な
っ
た
大
凌
河
（
寧
遠
城
）
の
落
城

を
め
ぐ
っ
て
、
清
軍
か
ら
降
伏
を
勧
め
ら
れ
た
鎮
守
遼
東
総
兵
官
の
祖
大
寿

は
降
伏
に
抵
抗
す
る
副
将
の
何
可
綱
を
殺
害
す
る
に
至
る
が
、
こ
こ
で
は
乱

卒
に
殺
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
は
錦
州
か
ら
孫
承
宗

の
も
と
に
報
告
に
来
た
旗
鼓
官
参
将
岳
維
忠
及
び
備
禦
李
成
龍
の
報
告
に
依

拠
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、寧
遠
城
か
ら
清
軍
の
陣
営
に
赴
い
た
祖
大
寿
は
、

清
側
の
意
を
受
け
て
錦
州
城
に
赴
き
、
そ
の
乗
っ
取
り
に
荷
担
し
て
い
る
よ

う
に
見
せ
て
、
こ
こ
で
は
清
側
を
騙
し
て
い
る
の
は
祖
大
寿
自
身
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
錦
州
城
に
移
っ
た
祖
大
寿
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て

い
る
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

お
わ
り
に

　
本
論
で
は
新
出
の
『
孫
承
宗
集
』
に
未
収
録
の
明
朝
档
案
二
篇
の
検
討
を

通
じ
、
本
集
が
ま
だ
未
完
成
の
史
料
集
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
留
ま
ら

ず
、
内
閣
大
学
士
が
前
線
に
貼
り
付
い
て
防
衛
の
指
揮
を
執
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
態
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
の
問
題
を
提
起
し
て
来
た
。
内
閣
制
度

は
永
楽
帝
の
時
に
旧
建
文
政
権
の
若
手
エ
リ
ー
ト
官
僚
を
引
き
抜
い
て
大
学

士
の
身
分
を
与
え
、
ブ
レ
ー
ン
集
団
で
あ
る
イ
ン
ナ
ー
サ
ー
ク
ル
の
一
員
と

し
て
政
策
立
案
と
案
文
に
従
事
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
。
永
楽
政
権
後
、
内
閣

大
学
士
の
官
界
に
お
け
る
重
み
は
増
し
て
い
っ
て
、
官
界
の
ト
ッ
プ
リ
ー

ダ
ー
が
就
任
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
学
士
と
な
っ
た
者
が
戦
線
に
赴
く
な
ど

と
は
、
お
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
驚
天
動
地
の
事
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

事
例
は
管
見
の
限
り
、
孫
承
宗
に
止
ま
る
。
彼
が
帯
び
た
督
師
と
い
う
肩
書

が
い
か
な
る
意
味
の
あ
る
も
の
な
の
か
、
紙
幅
の
関
係
で
続
稿
で
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
件
の
二
篇
の
明
朝
档
案
で
あ
る
が
、
こ
の
二
篇
は
崇
禎
四
年

十
一
月
の
も
の
で
あ
り
、
時
期
的
に
大
遼
河
陥
落
当
時
の
上
奏
で
あ
る
。
大

局
的
に
は
孫
承
宗
は
大
凌
河
で
の
大
敗
の
責
任
を
取
っ
て
、
盛
ん
に
上
奏
を

繰
り
返
し
て
自
ら
の
罷
免
を
求
め
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
時
期
の
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
辞
任
を
哀
願
し
て
い
る
一
方
で
、
前
線
か
ら
の

情
報
を
ま
と
め
て
問
題
点
を
抽
出
し
て
、
頻
繁
に
上
奏
を
し
て
い
た
一
面
が

浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
本
稿
で
は
孫
承
宗
の
伝
記
記
事
を
分
析
す
る
余
裕

は
無
か
っ
た
が
、
サ
ラ
ッ
と
し
た
書
き
方
の
伝
記
の
記
述
と
実
際
の
報
告
の

間
に
齟
齬
は
な
い
の
か
、
詳
細
な
分
析
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

　註（
１
）　
孫
承
宗
の
伝
記
に
つ
い
て
は『
孫
承
宗
集
』の
附
録
一
に『
罪
惟
録
』列
伝
巻
九
、

「
孫
承
宗
伝
」、『
石
匱
書
後
集
』巻
八
、「
孫
承
宗
列
伝
」、『
明
史
』巻
二
百
五
十
、「
孫

承
宗
伝
」、『
東
林
列
伝
』巻
八
、「
孫
承
宗
伝
」、同
巻
四
一
、「
高
陽
孫
氏
闔
門
忠
孝
記
」、

『
列
朝
詩
集
小
伝
』丁
集
十
一
、「
少
師
孫
文
正
公
承
宗
」、『
牧
斎
初
学
集
』巻
四
七
、「
特

進
光
禄
大
夫
左
柱
国
少
師
兼
太
子
太
師
兵
部
尚
書
中
極
殿
大
学
士
孫
公
行
状
」、『
夏

峰
先
生
集
』巻
九
、「
督
師
閣
部
太
傅
孫
文
正
公
墓
志
銘
」、
雍
正『
高
陽
県
志
』巻
六
、

「
光
禄
大
夫
左
柱
国
少
師
兼
太
子
太
師
吏
兵
両
部
尚
書
中
極
殿
大
学
士
贈
太
傅
諡
文
正

孫
公
墓
表
略
」、『
望
溪
先
生
文
集
』巻
九
、「
高
陽
孫
文
正
逸
事
」、『
望
溪
集
』巻
四
、

「
書
孫
文
正
伝
後
」、『
筆
記
小
説
大
観
』「
孫
愷
陽
先
生
殉
城
論
」、
同
治『
清
苑
県
志
』

巻
十
六
、「
孫
文
正
公
愷
陽
先
生
像
賛
」
が
上
が
っ
て
い
る
ほ
か
、『
孫
文
正
公
年
譜
』
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が
あ
る
。
ま
た
、
孫
承
宗
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、

劉
伯
涵
「
袁
崇
煥
与
孫
承
宗
」『
学
術
月
刊
』
巻
八
期
、
一
九
八
五
年

陳
作
栄
「
天
啓
間
孫
承
宗
督
遼
業
績
述
略
」『
東
北
師
大
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』

一
九
八
八
年
三
期

姜
守
鵬
「
孫
承
宗
抗
清
事
略
」『
吉
林
大
学
社
会
科
学
学
報
』
一
九
八
八
年
三
期

余
三
楽
「
明
末
党
争
中
的
孫
承
宗
」『
史
学
集
刊
』
一
九
八
九
年
二
期

姜
守
鵬
「
熊
廷
弼
、
孫
承
宗
、
袁
崇
煥
経
遼
硏
究
」『
東
北
師
大
学
報
（
哲
学
社
会
科

学
版
）』
一
九
九
二
年
四
期

を
参
照
し
た
。

（
２
）　
崇
禎
年
間
の
政
治
体
制
つ
い
て
は
拙
論
「
明
朝
档
案
を
通
じ
て
見
た
明
末
中
朝

辺
界
」『
人
文
研
紀
要（
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）』
七
七
、二
〇
一
三
年
が
あ
る
。

（
３
）　
明
代
の
内
閣
制
度
と
宦
官
の
政
治
進
出
に
つ
い
て
は
、
新
論
を
拙
著
『
山
川
リ

ブ
レ
ッ
ト
三
八

　
永
楽
帝

　
第
二
の
明
朝
創
設
者
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）

に
て
展
開
し
て
い
る
。

（
４
）　
明
代
遼
東
鎮
の
研
究
に
つ
い
て
は
拙
著
『
明
代
遼
東
と
朝
鮮
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
挙
げ
た
諸
論
文
を
参
照
し
た
。

（
５
）　
孫
承
宗
に
関
わ
る
文
集
の
国
内
で
の
所
蔵
（
叢
書
所
収
・
影
印
を
除
く
）
は
、

『
高
陽
集
』
の
場
合
、
順
治
十
二
年
刊
の
十
九
巻
本
（
巻
十
九
缺
）
が
東
洋
文
庫
に
、
順

治
十
一
年
序
刊
の
集
詩
十
巻
・
文
十
巻
本
が
東
京
都
立
中
央
図
書
館
に
、
嘉
慶
十
二

年
序
の
集
詩
十
巻
・
文
十
巻
本
が
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
、
順
治
十
二
年
序

嘉
慶
十
二
年
刊
詩
集
十
巻
・
文
十
巻
本
が
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
あ
る
ほ
か
は
、

『
三
十
五
忠
詩
』
一
巻
、『
車
営
叩
答
合
編
』
四
巻
、『
車
営
百
八
叩
答
説
合
編
』
四
巻
が

確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

（
６
）　『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
第
十
一
冊

三
七
四
　
大
学
士
孫
承
宗
為
兵
馬
器
甲

缺
少
請
勅
兵
部
急
済
燃
眉
事
奏
本
の
原
文
は
、

「
閣
部
奏
該
臣
按
関
遼
経
制
縁
繇

　
　
　
　
　
　
崇
禎
四
年
十
一
月
初
六
日
抄
送
奉

　
　
　
　
　
旨
五
日
為
期
応
本
月
初
九
日

　
　
　
　
　
　
酌
議

崇
禎
四
年
十
一
月
初
七
日
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
転
行

　
　
奏

兵
部
呈
于

兵
科
抄
出
、
大
学
士
臣
孫
承
宗
謹
奏
、
該
臣
按
関
遼
経
制
、
其
兵
馬
・
器
甲
之
額
、

原
未
弁
完
、
屢
経
陣
失
、
愈
加
缺
少
。
目
今
、
新
旧
撫
臣
、
各
已
奏
討
至
于
兵
部
。

所
調
発
之
兵
、
雖
未
定
未
来
、
而
器
甲
一
人
缺
、
即
一
人
為
虚
。
如
登
州
之
五
千
、

応
有
器
甲
、而
未
必
全
。
如
秦
翼
明
之
兵
、当
是
全
缺
。
此
倶
係
歩
兵
。
需
綿
・

甲
、

酌
可
且
得
二
千
五
百
頂
副
。
此
兵
必
訓
之
、
火
砲
・
弓
矢
、
乃
可
適
用
、
酌
可
得
滅

虜
砲
一
百
余
位
・
三
眼
槍
一
千
桿
・
大
弓
五
百
張
・
大
箭
一
万
五
千
枝
・
刀
五
百

把
。
長
槍
或
所
自
有
至
。
臣
所
令
四
将
官
、
姚
汝
科
・
張
文
善
・
黄
虎
・
劉
啓
職
、

新
募
遼
兵
、
数
已
逾
千
、
且
約
三
千
為
数
。
可
得
馬
一
千
余
匹
、
鉄
綿
・

甲
各
一

千
五
百
頂
副
。
見
有
長
槍
六
百
桿
、
錛
斧
七
十
三
柄
、
仍
得
刀
一
千
二
百
把
・
大
弓

一
千
張
・
大
箭
三
万
枝
、
此
皆
不
係
該
道
所
備
所
報
者
。
又
拠
寧
前
道
陳
新
甲
報
、

該
道
所
需
三
眼
槍
・
鍁
鍬
・
芋
物
、
只
得
料
価
、
本
局
可
弁
。
積
有
木
箭
桿
七
万
枝
。

其
所
需
紅
夷
砲
、
業
蒙
聖
恩
、
給
発
九
城
倶
備
、
万
姓
歓
呼
、
称
快
。
此
外
、
尚
需

大
減
虜
砲
数
十
位
・
鉛
子
十
万
斤
、
所
需
建
鉄
、
無
処
買
弁
、
応
得
三
万
斤
・
硝
十

万
斤
・

五
万
斤
。
先
有
借
馬
価
造

甲
銀
一
万
二
千
五
百
五
十
五
両
三
銭
四
分
二

釐
、
未
補
。
今
所
需
買
鉄
・
買
煤
・
買
弓
、
造
箭
所
費
不
貲
、
応
以
軍
需
補
完
、
馬

価
一
万
五
千
、
再
得
一
万
、
以
救
燃
眉
。
至
新
賞
一
万
、
不
足
補
旧
賞
、
仍
其
借
所

庫
銀
一
千
二
百
三
十
六
両
、
応
当
補
還
。
至
関
外
馬
匹
、
正
額
原
缺
二
万
三
千
有
奇
。

今
陣
失
馬
二
千
九
百
七
十
四
匹
、
大
凌
馬
四
千
有
奇
。（
目
今
有
奇
）
目
今
即
不
能
尽

補
缺
額
、
而
見
缺
之
数
、
除
新
馬
二
千
外
、
尚
且
需
六
七
千
。
今
庫
貯
無
、
馬
兵
丁

銀
四
万
有
奇
、
計
可
買
馬
一
千
四
百
余
、
当
急
為
買
補
。
及
見
需

甲
之
数
、
当
如

旧
撫
丘
禾
嘉
所
請
。
該
臣
前
後
五
六
年
間
、
毎
念
造
弁
、
惟
艱
給
発
不
易
、
一
旦
損

失
実
多
、
所
為
、
再
四
低
四
、
未
敢
具
陳
。
第
戦
守
急
需
、
勢
在
必
不
可
缺
、
不
敢

不
昧
死
以
請
。
伏
乞
皇
上
軫
念
危
辺
大
計
、勅
兵
部
酌
裁
、行
各
該
衙
門
、急
済
燃
眉
。

臣
下
、
情
可
勝
惶
悚
、
激
切
待
命
之
至
。
為
此
、
具
本
齎
捧
、
以
聞
。
崇
禎
四
年
十

一
月
初
五
日
　
奉
聖
旨
、
奏
内
所
請
、
各
衙
門
酌
議
、
具
覆
。
兵
部
知
道
。」と
あ
る
。

な
お
、
明
朝
档
案
検
索
に
お
い
て
は
岩
淵
慎
編
『
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
・
遼
寧
省
档

案
館
編
　
中
国
明
朝
档
案
総
匯
　
総
目
録
』
二
〇
〇
三
年
の
お
世
話
に
な
っ
た
。

（
７
）　『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
第
十
二
冊

二
　
大
学
士
孫
承
宗
為
凌
城
出
囲
等
事

奏
本
の
原
文
は
、

「
閣
部
孫
承
宗
奏
凌
城
出
囲
事
情
并
優

何
可
綱
縁
繇

　
　
　
　
　
　
　
　
査

　
　
　
　
　
　
崇
禎
四
年
十
一
月
十
五
日
抄
送
奉

　
　
　
　
　
旨
五
日
為
期
応
本
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
咨
行
具
奏

崇
禎
四
年
十
一
月
十
六
日
到
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奏兵
部
呈
于

兵
科
抄
出
、
大
学
士
臣
孫
承
宗
謹
奏
、
該
臣
于
本
月
初
六
日
、
拠
旗
鼓
官
参
将
岳
維

忠
及
備
禦
李
成
龍
従
錦
州
来
、
口
扱
凌
河
三
月
食
尽
、
奴
賊
以
叛
人
招
降
衆
人
、
遂

至
挟
帥
欲
降
付
総
兵
。
何
可
綱
説
死
、
則
死
在
于
此
地
。
一
出
凌
河
、
即
不
抵
賊
営
、

亦
受
万
世
罵
名
。
乱
卒
遂
横
撃
而
食
之
、
祖
大
寿
乃
詔
衆
曰
、
我
為
大
家
出
脱
。
遂

率
二
十
七
人
詣
賊
営
。
四
酋
迎
入
、
結
為
兄
弟
、
予
大
寿
裘
馬
、
大
寿
倶
以
計
却
。

四
酋
邀
大
寿
降
、
要
得
錦
州
。
大
寿
説
、
我
与
衆
将
・
家
口
、
倶
在
各
城
、
此
一
峯
、

当
無

類
奈
何
。

酋
説
、
任
去
安
排
、
只
要
先
下
錦
州
。
大
寿
佯
説
不
去
、

酋

見
大
寿
辞
、
却
愈
要
放
行
。
時
被

付
総
兵
張
弘マ
マ

謨
在
旁
、
説
縦
虎
入
山
。

酋
遂

予
弘マ
マ

謨
巵
酒
云
好
話
。
大
寿
説
、
果
有
此
帰
、
不
去
為
妥
、
愈
益
喫
酒
、
以
示
不
帰
。

酋
又
説
、
去
好
。
大
寿
遂
説
、
既
著
我
去
便
、
以
子
為
質
、
遂
復
入
凌
河
。
適
値

十
月
二
十
九
日
、
我
兵
用
奇
、
直
闖

酋
老
営
、
一
時
八
営
乱
慌
、
自
相
攻
打
。
大

寿
知
是
我
兵
劫
営
、
遂
帯
先
二
十
七
人
、
向
賊
説
、
此
時
我
乗
此
出
、
人
必
不
疑
。

賊
遂
送
出
。
於
初
一
日
亥
時
、
歩
行
入
錦
州
、
遂
発
塘
報
、
説
乗
乱
出
囲
、
以
安
賊

耳
目
。
又
、
二
日
、
却
遣
原
来
史
明
顕
、
入
賊
営
説
、
祖
総
兵
到
錦
州
、
蒙
閣
撫
疑
猜
、

説
、
如
何
只
一
人
出
将
総
兵
厳
防
。
今
可
将
凌
河
兵
将
用
刀
箭
傷
痕
、
再
放
幾
将
官
・

幾
多
兵
衆
到
這
辺
、
纔
好
做
事
。
四
酋
有
悔
意
。
遣
明
顕
帰
説
、
只
要
早
做
、
我
糧

草
少
、
而
所
見
六
人
劉
天
禄
・
祖
可
法
・
張
存
仁
・
祖
沢
洪
・
韓
大
勲
・
祖
沢
潤
、

已
剃
頭
、
而
余
不
見
者
、
料
已
死
。
大
寿
於
初
五
日
、
乃
具
疏
以
実
情
上
聞
、
今
在

錦
州
、
料
理
城
守
、
誓
同
旧
撫
死
守
。
臣
仍
暁
諭
以
天
慈
篤
念
、
援
凌
、
天
恩
仍
抄

明
旨
、
兵
不
厭
智
以
感
動
。
大
寿
此
時
只
一
意
戦
守
、
賊
来
便
殺
、
便
是
真
正
用
智
。

臣
又
勧
旧
撫
丘
禾
嘉
同
居
一
城
、
須
有
安
危
、
与
共
之
意
。
撫
臣
貽
臣
書
云
、
総
鎮

此
番
深
悉
奴
酋
手
段
其
設
備
者
、
無
所
不
至
。
禾
嘉
行
藉
手
以
報
主
上
、
非
但
一
時

偸
安
而
已
也
、
幸
無
過
慮
。
大
寿
亦
云
、
本
職
捨
子

、
而
就
計
出
囲
、
情
不
得
已
、

惟
有
一
腔
愚
忠
、以
報
聖
主
。
目
今
、奴
賊
、必
不
肯
甘
休
回
巣
。
在
我
当
万
分
死
守
。

若
堅
壁
清
野
、
賊
必
難
久
。
臣
念
大
寿
死
守
三
月
、
百
苦
倍
、
嘗
以
将
卒
之
挟
、
而

百
計
以
脱
、
其
守
官
而
死
、
不
如
何
可
綱
之
大
義
・
精
忠
、
日
星
為
耀
。
至
其
従
陥

穽
罟
獲
之
中
、
脱
豺
虎
蛟
鯨
之
手
、
以
賊
所

欲
得
者
能
以
語
言
隨
応
而
出
。
此
或

有
黙
護
潜
訶
。
令
大
寿
終
為
封
疆
大
計
。
今
既
以
忠
為
智
、
後
或
能
以
智
為
忠
。
独

是
衆
兵
衆
将
挟
帥
以
降
、
及
帥
以
計
脱
而
死
者
死
矣
。
降
者
仍
在
大
凌
待
其
行
動
、

或
有
帰
者
、
而
大
寿
従
万
死
得
一
生
、
亦
既
真
心
為
封
疆
大
計
。
旧
撫
禾
嘉
又
能
開

誠
釈
旧
嫌
於
患
難
之
中
。
此
時
、撫
鎮
同
心
、則
今
日
之
守
可
堅
、而
後
日
之
備
可
厳
。

目
今
、
狡
賊
已
撤
、
高
橋
之
賊
仍
帰
大
凌
、
蓋
屯
高
橋
以
断
。
大
寿
錦
州
之
信
、
及

数
日
不
応
、
乃
撤
以
帰
而
情
形
叵
測
、
但
大
寿
似
可
無
他
也
。
臣
前
疏
言
此
時
。
豈

敢
必
大
寿
之
心
、
但
拠
其
情
事
如
此
。
従
病
備
具
陳
、
仰
祈
聖

。
臣
下
情
可
任
、

惶
悚
激
切
待
命
之
至
。
為
此
、
具
本
専
差
官
呉
文
相
齎
捧
以
聞
。
崇
禎
四
年
十
一
月

十
五
日
、
奉
聖
旨
、
覧
奏
祖
大
寿
設
奇
自
振
、
与
丘
禾
嘉

力
図
功
、
忠
智
可
嘉
。

卿
交
相
勧
勉
具
悉
。
朕
推
誠
倚
藉
之
意
、
知
道
了
。
撫
鎮
共
事
封
疆
、
有
何
嫌
疑
。

著
益
広
徳
心
、
共
建
殊
績
。
不
論
奴
賊
狂
逞
暫
遯
、
倶
要
厳
飭
毖
防
実

戦
守
之
策
、

毋
得
玩
弛
。
何
可
綱
忠
貞
蒙
難
、
深
可
悲
憫
。
兵
部
従
優
議

具
奏
。」
と
あ
る
。

【
謝
辞
】　
本
稿
に
関
連
し
て
、
二
〇
一
六
年
五
月
二
一
日
に
開
催
さ
れ
た
科
研
費
補

助
金

　
基
盤
研
究（
Ａ
）「
近
代
移
行
期
の
港
市
と
内
陸
後
背
地
の
関
係
に
見
る
自
然
・

世
界
・
社
会
観
の
変
容
」（
代
表
：
弘
末
雅
士
、JSPS

科
研
費JP26244035

）
研
究

会
に
お
け
る
研
究
報
告
「
明
代
中
国
の
辺
境
統
治
を
め
ぐ
っ
て
〜
大
学
士
孫
承
宗
督
師

を
中
心
に
〜
」の
議
論
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、科
研
費
補
助
金

　
基
盤
研
究（
Ｃ
）

「
明
代
中
国
に
お
け
る
審
判
・
軍
功
評
価
事
例
の
集
積
に
よ
る
辺
疆
統
御
様
態
の
解

明
」（
代
表
：
荷
見
守
義
、JSPS

科
研
費JP26370816

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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（41）

図①　『中国明朝档案総匯』第十一冊－三七四　大学士孫承宗為兵馬器甲缺少請勅兵部急済燃眉事奏本
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（42）

図②　『中国明朝档案総匯』第十二冊－二　大学士孫承宗為凌城出囲等事奏本


